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(57)【要約】
　本発明は、カバーを使用して移植可能組織、骨部分、
および骨置換物質を一時的に付着させ、または天然また
は人工の骨置換部品を骨に付着させるための固定釘に関
する。固定釘は、直径０．５０～６．０ｍｍの丸い平ら
な釘頭を有し、釘頭の厚さは０．１０～２．０ｍｍであ
る。固定釘は、先端が鋭利に形成されている釘ピンを有
し、ピンの長さは釘頭の直径の０．５倍～２倍であり、
太さは釘頭の直径の０．１５倍～０．５倍である。固定
釘は、少なくとも９０重量％の金属マグネシウムから構
成され、生理学的に望ましくない不純物としての０．１
重量％未満のアルミニウム、０．１重量％未満の銅、０
．１重量％未満の鉄および０．１重量％未満のニッケル
を含む、生体適合性のある生物腐食性のマグネシウム合
金からなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆によって移植可能な組織、骨部分および骨置換物質を一時的に付着させ、または天
然および人工の骨置換部品を骨に付着させるための固定釘であって、
　前記固定釘は、直径０．５０～６．０ｍｍの丸い平らな釘頭を有し、
　前記釘頭の厚さは０．１０～２．０ｍｍであり、
　前記固定釘は、先端が鋭利に設計されている釘ピンを有し、前記釘ピンの長さは前記釘
頭の直径の０．５倍～２倍であり、前記釘ピンのピン太さは前記釘頭の直径の０．１５倍
～０．５倍であり、前記固定釘は、少なくとも９０重量％の金属マグネシウム、ならびに
、生理学的に望ましくない不純物としての０．１重量％未満のアルミニウム、０．１重量
％未満の銅、０．１重量％未満の鉄および０．１重量％未満のニッケルから構成される、
生体適合性のある生物腐食性のマグネシウム合金からなることを特徴とする、固定釘。
【請求項２】
　前記釘頭の直径は１．５～４．０ｍｍであり、前記鋭利な釘ピンの長さは０．７５～８
．０ｍｍであり、前記釘頭の厚さは０．４～１．０ｍｍであり、前記釘ピンの太さは０．
２２～２．０ｍｍであることを特徴とする、請求項１に記載の固定釘。
【請求項３】
　前記釘頭の直径が好ましくは２．５ｍｍであること、前記鋭利な釘ピンの長さが好まし
くは２．４ｍｍであること、前記釘頭の厚さが好ましくは０．６ｍｍであること、および
、前記釘ピンの太さが最大０．８ｍｍであることを特徴とする、請求項１に記載の固定釘
。
【請求項４】
　前記釘ピンは少なくとも１つの返しを有することを特徴とする、請求項１または２に記
載の固定釘。
【請求項５】
　前記釘ピンは、前記ピンの長さの下側半分の領域内に１つまたは２つの返しを有するこ
とを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の固定釘。
【請求項６】
　前記固定釘は、少なくとも８０重量％の金属マグネシウム、０．１～３．０重量％の割
合の亜鉛、０．１～３．０重量％の割合のジルコニウム、合計０．１～１０．０重量％の
割合の希土類金属、ならびに、生理学的に望ましくない不純物としての０．１重量％未満
のアルミニウム、０．１重量％未満の銅、０．１重量％未満の鉄および０．１重量％未満
のニッケルから構成される生物腐食性マグネシウム合金から作成され、残りは１００重量
％のマグネシウムであることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の固定釘
。
【請求項７】
　前記釘ピンは、前記固定ピンの下側３分の１の領域内に少なくとも１つの、０．１～０
．３ｍｍの隆起部を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の固定
釘。
【請求項８】
　前記釘ピンは、少なくとも１つ、好ましくは２つ～５つの、０．１～０．２ｍｍの溝状
のくびれ部分または溝状の切削部分を有することを特徴とする、請求項１～７のいずれか
一項に記載の固定釘。
【請求項９】
　前記釘頭はフード付きであるように設計されていることを特徴とする、請求項１～８の
いずれか一項に記載の固定釘。
【請求項１０】
　前記釘ピンの前記先端は銛形状であるように設計されていることを特徴とする、請求項
１～９のいずれか一項に記載の固定釘。
【請求項１１】
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　前記釘ピンの前記先端は槍状であるように設計されていることを特徴とする、請求項１
～１０のいずれか一項に記載の固定釘。
【請求項１２】
　骨補強中に安定化組織を一時的に付着させるための、請求項１～１１のいずれか一項に
記載の固定釘の使用。
【請求項１３】
　歯科移植中に吸収性および非吸収性の被覆膜を一時的に付着させるための、請求項１～
１２のいずれか一項に記載の固定釘の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、骨欠損を被覆し、天然および人工の骨交換部分を骨に付着させるために使用
される膜の固定のための生体吸収性釘に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯の損失、歯周炎および義歯の保持圧力は、顎骨の骨吸収を発生させる可能性がある。
それゆえ、義歯を埋め込むとき、最初に顎骨補強を実行する必要がある可能性がある。こ
の場合、歯科インプラントは、人工歯根の機能を有する、顎骨内に固定される支持柱のタ
イプのものである。利用可能な骨量が少なすぎる場合、インプラントの永続的で安定した
埋入を保証することができない。
【０００３】
　十分な骨が利用可能でない場合、骨補強（骨形成）は、２つの段階において、すなわち
、実際の埋め込みの前に、または、義歯の実際の埋め込みと同時にも、行われ得る。骨形
成の場合、同じ個人に由来する自家骨、これは最初に適切なロケーションにおいて患者か
ら取り除かれなければならない、または、外部材料のいずれかが使用される。外部材料は
、例えば提供者の骨など、天然起源のものであってもよく、または、合成によって生成さ
れてもよい。顎骨を構築および再生するために、骨内の欠損が、自家移植または外部材料
によって充填される。ヒドロキシアパタイトおよびリン酸カルシウムのような合成代用骨
が、通常、チッピングまたは顆粒の形態で使用される。自家骨材料は通常、くり粉の形態
で使用される。
【０００４】
　骨形成材料は移動するまたは押し流すことができないため、また、軟組織細胞が充填さ
れた骨欠損部位（ゆっくりと再生している硬組織）へと侵入または内方成長することを防
止するために、これは、被覆膜によってシールされる（誘導骨再生ＧＢＲの原則）。
【０００５】
　被覆膜は従来技術から既知である。従来技術からの定評のある被覆膜は、滑りを防止す
るために、通常、チタンのような金属から作成される釘またはねじにより骨に固定される
。ここでは、被覆膜を締結または縫い付けるだけでは十分ではない。治癒のための期間は
一般的に１２～２０週間である。
【０００６】
　米国特許第５９５７６９０号明細書は、可撓性プラスチック材料のポリテトラフルオロ
エチレン（ＰＴＦＥ）から作成される被覆膜を開示している。
【０００７】
　独国特許第４３０２７０９号明細書は、強化層を有する被覆膜を開示している。この膜
は、固定釘によって顎骨に固定される。
【０００８】
　非弾性的な応力のない、永続的に変形可能なチタンから成型される被覆フィルム、およ
び、位置固定のための対応する釘が、欧州特許出願公開第０８０９９７９号明細書に開示
されている。
【０００９】
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　コラーゲン繊維または同様の材料から作成され、身体によって吸収可能である被覆膜も
既知である。
【００１０】
　チタン釘またはねじなどの非吸収性固定手段、および、非吸収性被覆膜には、非吸収性
付着手段および被覆膜は、代用骨材料の挿入および創傷の治癒後、実際の歯科インプラン
トを使用できるようになる前に、外科的介入によって再び取り除かなければならないとい
う欠点がある。これによって、影響を受ける領域の多大な刺激が継続する。
【００１１】
　身体の他の部分における骨欠損の場合、天然または人工の骨弛緩部品が、様々な固定補
助具によって隣接する骨に固定されなければならない。この場合も、非吸収性固定手段は
通常、骨が治癒すると直ちに、再び身体から外科的に取り除かなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５９５７６９０号明細書
【特許文献２】独国特許第４３０２７０９号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第０８０９９７９号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１５／１３３９６３号パンフレット
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｓｗｉｔｚｅｒ，　Ｅ．Ｎ．，　Ｒｅｓｏｒｂｉｅｒｂａｒｅｓ　ｍｅ
ｔａｌｌｉｓｃｈｅｓ　Ｏｓｔｅｏｓｙｎｔｈｅｓｅｍａｔｅｒｉａｌ．　Ｕｎｔｅｒｓ
ｕｃｈｕｎｇｅｎ　ｚｕｍ　Ｒｅｓｏｒｐｔｉｏｎｓｖｅｒｈａｌｔｅｎ　ｉｍ　Ｍｅｅ
ｒｓｃｈｗｅｉｎｃｈｅｎ－Ｍｏｄｅｌｌ，　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ，　Ｔｉｅｒａ
ｒｚｔｌｉｃｈｅ　Ｈｏｃｈｓｃｈｕｌｅ　Ｈａｎｎｏｖｅｒ，　２００５
【非特許文献２】Ｓｃｈｒｅｎｋ，　Ｓｅｂａｓｔｉａｎ，　“Ａｂｂａｕｖｅｒｈａｌ
ｔｅｎ　ｄｅｇｒａｄｉｅｒｂａｒｅｒ　Ｍａｇｎｅｓｉｕｍｌｅｇｉｅｒｕｎｇｅｎ　
ｉｎ　ｋｏｒｐｅｒａｈｎｌｉｃｈｅｎ　Ｆｌｕｓｓｉｇｋｅｉｔｅｎ”，　Ｄｉｓｓｅ
ｒｔａｔｉｏｎ，　Ｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅ　Ｆａｋｕｌｔａｔ　ｄｅｒ　Ｆｒｉｅｄ
ｒｉｃｈ－Ａｌｅｘａｎｄｅｒ－Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｔ　Ｅｒｌａｎｇｅｎ－Ｎｕｒｎ
ｂｅｒｇ　２０１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　それゆえ、本発明の目的は、従来技術からの既知の欠点を回避する代替的な付着手段を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的は、請求項１に記載の固定釘によって解決される。
【００１６】
　被覆によって移植可能な組織、骨部分および骨置換物質を一時的に付着させ、天然およ
び人工の骨置換部品を付着させるための固定釘は、直径０．５０～６．０ｍｍの丸い平ら
な釘頭を有し、釘頭の厚さは０．１０～２．０ｍｍであり、固定釘は、先端が鋭利に設計
されている釘ピンを有し、上記釘ピンの長さは釘頭の直径の０．５倍～２倍であり、上記
釘ピンのピン太さは釘頭の直径の０．１５倍～０．５倍であり、固定釘は、少なくとも９
０重量％の金属マグネシウム、ならびに、生理学的に望ましくない不純物としての０．１
重量％未満のアルミニウム、０．１重量％未満の銅、０．１重量％未満の鉄および０．１
重量％未満のニッケルから構成される、生体適合性のある生物腐食性のマグネシウム合金
からなる。
【００１７】
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　生体適合性のある生物腐食性の固定釘とともに、分解可能な被覆膜が顎手術に使用され
る場合、創傷被覆膜と固定補助具、すなわち、本発明による固定釘の両方の完全な吸収が
、一般的に１２～２０週間かかる創傷治癒の過程にわたって発生する。終了時には、健常
な歯肉に包囲されている強化された骨が存在する。外科医は、最初に膜、補助具またはチ
タンピンの残留物を取り除く必要なしに、歯科インプラントを位置決めすることができる
。
【００１８】
　本発明によるマグネシウム固定釘を使用するとき、身体の他の部分における骨欠損の事
例においては、非吸収性固定手段の外科的除去も不要である。
【００１９】
　チタンまたはステンレス鋼から作成される同等の固定ピンまたは固定釘にまさる利点は
、本発明によるマグネシウム釘は、コラーゲン膜のような、通常同様に分解可能な被覆物
とともに、治癒の間に身体によって完全に吸収され、実際の歯科インプラントの位置決め
の前または間にさらなる外科的介入によって取り除かれる必要がないことである。マグネ
シウムには、骨形成促進効果もある（Ｓｗｉｔｚｅｒ，　Ｅ．Ｎ．，　Ｒｅｓｏｒｂｉｅ
ｒｂａｒｅｓ　ｍｅｔａｌｌｉｓｃｈｅｓ　Ｏｓｔｅｏｓｙｎｔｈｅｓｅｍａｔｅｒｉａ
ｌ．　Ｕｎｔｅｒｓｕｃｈｕｎｇｅｎ　ｚｕｍ　Ｒｅｓｏｒｐｔｉｏｎｓｖｅｒｈａｌｔ
ｅｎ　ｉｍ　Ｍｅｅｒｓｃｈｗｅｉｎｃｈｅｎ－Ｍｏｄｅｌｌ，　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉ
ｏｎ，　Ｔｉｅｒａｒｚｔｌｉｃｈｅ　Ｈｏｃｈｓｃｈｕｌｅ　Ｈａｎｎｏｖｅｒ，　２
００５）。吸収中に放出されるマグネシウム鉄が骨形成を刺激することも知られている（
国際公開第２０１５／１３３９６３号パンフレット）。
【００２０】
　好ましい実施形態において、釘頭の直径は１．５～４．０ｍｍであり、鋭利な釘ピンの
長さは０．７５～８．０ｍｍであり、釘頭の厚さは０．４～１．０ｍｍであり、釘ピンの
太さは０．２２～２．０ｍｍである。それゆえ、釘頭は好ましくは、押しピンの形態で設
計される。
【００２１】
　さらに、釘頭の直径が好ましくは２．５ｍｍであること、鋭利な釘ピンの長さが好まし
くは２．４ｍｍであること、釘頭の厚さが好ましくは０．６ｍｍであること、および、釘
ピンの太さが最大０．８ｍｍであることが好ましい。
【００２２】
　被覆膜を堅固に固定することは、本発明によるマグネシウム釘を顎骨に押し込むまたは
打ち込むことによって達成される。
【００２３】
　固定釘は、下顎および上顎の領域のような、アクセスが困難な移植部位において使用さ
れる。外科医は、その過程において、クランプとともに釘の頭部を含み、適切な部位にお
ける位置決めを容易にする、細いペン形状のアプリケータを使用する。釘はその後、アプ
リケータを使用して圧入され、または外科ハンマーを用いて骨に打ち込まれる。この目的
のために、釘ピンは一定の機械的安定性を有しなければならず、この安定性は主に、ピン
の材料太さ、ならびに、合金の化学組成および製造工程によって与えられる。釘の頭部が
広くなっていることによって、釘が被覆膜を完全に通り抜けることが防止される。
【００２４】
　ほぼ中央の下の、釘ピンの下側領域内に、１つまたは２つの返しが設けられることが、
釘の固定にとって有利である。返しは、固定の強度を増大し、釘を外れにくくする。それ
ゆえ、本発明の一実施形態において、釘ピンは少なくとも１つの返しを有する。
【００２５】
　釘ピンが、ピン長さの下半分の領域内に１つまたは２つの返しを有することがさらに好
ましい。
【００２６】
　１つまたは複数の返しは好ましくは、釘ピンを半径方向に０．１～０．４ｍｍだけねじ
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ることによって生成される。
【００２７】
　マグネシウム釘は、挿入された骨材料を被覆する膜、または、移植された骨片の堅固な
固定を特定の期間にわたって保証しなければならない。マグネシウム釘の吸収の速度は、
主に、合金の化学組成およびその製造によって規定される。マグネシウムピンの機械的安
定性と、その吸収速度は両方とも、特定の合金要素、具体的には亜鉛、ジルコニウム、希
土類金属（イットリウム、ランタン、ネオジム、ジスプロシウムなどの合金）の添加によ
って影響を受ける。これらの合金の組成物の言及されている最小閾値および最大閾値は、
骨移植または骨形成の治癒時間枠内での吸収が完全に保証されるように選択される。
【００２８】
　マグネシウム釘の生理学的安全性は、主に、不可避の不純物の含有量によって規定され
る。それゆえ、生理学的に有害な微量元素の最大量に言及する。アルミニウム、鉄、ニッ
ケルおよび銅によって発生する不純物は各々、具体的には、本発明によるマグネシウム釘
においては０．１重量％未満の値に制限される。一般的に、不純物の実際の量は好ましく
は０．０１重量％未満である。
【００２９】
　生物腐食性金属としてのマグネシウムの生理学的安全性は、他の研究からも知られてい
る（Ｓｃｈｒｅｎｋ，　Ｓｅｂａｓｔｉａｎ，　“Ａｂｂａｕｖｅｒｈａｌｔｅｎ　ｄｅ
ｇｒａｄｉｅｒｂａｒｅｒ　Ｍａｇｎｅｓｉｕｍｌｅｇｉｅｒｕｎｇｅｎ　ｉｎ　ｋｏｒ
ｐｅｒａｈｎｌｉｃｈｅｎ　Ｆｌｕｓｓｉｇｋｅｉｔｅｎ”，　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏ
ｎ，　Ｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅ　Ｆａｋｕｌｔａｔ　ｄｅｒ　Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ－Ａ
ｌｅｘａｎｄｅｒ－Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｔ　Ｅｒｌａｎｇｅｎ－Ｎｕｒｎｂｅｒｇ　２
０１１）。
【００３０】
　固定釘は好ましくは、マグネシウム、イットリウム、ジルコニウムおよび他の希土類金
属から構成される生物腐食性のあるマグネシウムベースの合金からなる。
【００３１】
　本発明のさらなる態様によれば、固定釘は、少なくとも８０重量％の金属マグネシウム
、０．１～３．０重量％の割合の亜鉛、０．１～３．０重量％の割合のジルコニウム、合
計０．１～１０．０重量％の割合の希土類金属、ならびに、生理学的に望ましくない不純
物としての０．１重量％未満のアルミニウム、０．１重量％未満の銅、０．１重量％未満
の鉄および０．１重量％未満のニッケルから構成される生物腐食性マグネシウム合金から
作成され、残りは１００重量％のマグネシウムである。
【００３２】
　イットリウムの割合は、合計０．１～１０．０重量％の割合の希土類金属のうち、１．
５～５重量％であることが好ましい。
【００３３】
　マグネシウムベースの合金は好ましくは、０．１０～２．００重量％のジルコニウム、
０．０１～０．８０重量％の亜鉛、１．５０～５．００重量％のイットリウムおよび２．
５０～５．００重量％の他の希土類金属を含む。
【００３４】
　これに関連して、マグネシウムベースの合金は、当該合金に対して、各々が０．０２重
量％未満の鉄、銅、ニッケルおよびアルミニウムの金属の生理学的に望ましくない不純物
の総含有量を有することが好ましい。特に、マグネシウムベースの合金は、０．０１重量
％未満のアルミニウム、０．２０重量％未満の鉄、０．２０重量％未満のマンガン、なら
びに、各々０．０２重量％未満の銅およびニッケルを含む。
【００３５】
　さらに、マグネシウムベースの合金は、０．０１重量％のアルミニウム、０．２０重量
％未満の亜鉛、０．１５重量％未満のマンガン、０．２０重量％未満のリチウム、０．０
１重量％未満のケイ素、０．０１重量％未満の鉄、０．０３重量％未満の銅、および、０
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．００５重量％未満のニッケルを含むことが好ましい。
【００３６】
　返しの代わりに、釘の先端が銛形状または槍状に設計されることで十分である場合があ
る。
【００３７】
　それゆえ、釘ピンの先端が銛形状であるように設計されることがさらに好ましい。
【００３８】
　釘ピンの先端が槍状に設計されることも好ましい。
【００３９】
　さらなる実施形態において、釘頭は、フード付きであるように設計される。
【００４０】
　特に、骨内への初期固定を改善し、任意の望ましくない抜去を防止するために、釘ピン
にはまた、その全長またはその長さの一部分にわたって溝を設けることもできる。
【００４１】
　それゆえ、さらなる好ましい実施形態において、釘ピンは、固定ピンの下側３分の１の
領域内に、少なくとも１つ、好ましくは２つ～５つの、０．１～０．２ｍｍの溝状のくび
れ部分を有する。
【００４２】
　一実施形態において、釘ピンは、固定ピンの下側３分の１の領域内に、少なくとも１つ
の０．１～０．３ｍｍの隆起部を有する。
【００４３】
　さらなる利点は、骨補強中に安定化組織を一時的に付着させるための、本発明による固
定釘の使用からもたらされる。それゆえ、本発明による固定釘の使用は、顎顔面外科手術
の分野のみに制限されず、天然および人工の安定化組織ならびに天然および人工の骨材料
を身体自体の骨に固定するために使用することもできる。
【００４４】
　加えて、本発明による固定釘の使用は、歯科インプラントの吸収性および非吸収性の被
覆膜を一時的に付着させるために提供される。これは好ましくは、コラーゲン含有および
骨形成組織を一時的に付着させるための使用に関する。
【００４５】
　本発明を、添付の図面によってより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】釘ピンの先端が銛形状になっている、本発明による固定釘を示す図である。
【００４７】
【図２】釘ピンの先端が槍状になっている、本発明による固定釘を示す図である。
【００４８】
【図３】釘ピン内に溝がある、本発明による固定釘を示す図である。
【００４９】
【図４】釘頭がフード付きになっている、本発明による固定釘を示す図である。
【００５０】
【図５】歯科において使用するための本発明によるマグネシウム釘の詳細図である。
【００５１】
【図６】図５による、本発明によるマグネシウム釘の三次元図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　図１～図６は各々、本発明による固定釘（１）の実施形態を示す。これは、釘頭（２）
および釘ピン（３）からなる。釘ピン（３）の先端は、骨における安定した固定を保証す
るために、銛形状（４）（図１）または槍状（５）（図２）になっていてもよい。
【００５３】
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　特に、骨内への初期固定を改善し、任意の望ましくない抜去を防止するために、釘ピン
（３）にはまた、その全長またはその長さの一部分にわたって溝（６）を設けることもで
きる（図３）。
【００５４】
　ピンの長さに対して広い釘頭によって、固定された被覆膜を通じた釘頭の「裂開」が防
止される。釘頭はまた、十分な機械的安定性を有しなければならず、釘が打ち込まれると
きに屈曲してはならない。釘頭はフード付き（７）にすることができる（図４）。
【００５５】
　図５および図６は、診療所内で試験されている、本発明によるマグネシウム釘の一般的
な実施形態を示す。本発明の特に適した実施形態が、図５に示されている。図５において
ＣＡＤ描画で輪郭を描かれているマグネシウム釘は、釘頭の直径が２．５ｍｍであり、材
料の厚さが０．７ｍｍであることを特徴とする。釘ピンは、長さが２．４ｍｍであり、材
料の太さが０．７ｍｍであることを特徴とする。釘ピンは、返しのようなものを形成する
ために、中央に０．１ｍｍの切削部分を有する。釘頭は、アプリケータによってピンを把
持することをより容易にする傾斜面を、縁部に有する。図６は、本発明によるマグネシウ
ム釘の三次元図を示す。このマグネシウム釘は、歯科移植の過程における骨補強に使用す
るのに特に適している。
【００５６】
　本発明によるマグネシウム釘、特に図５および図６による釘を使用するとき、すべての
臨床要件が満たされる。生物腐食性金属としてのマグネシウムの生理学的安全性は、他の
研究からも知られている（Ｓｃｈｒｅｎｋ，　Ｓｅｂａｓｔｉａｎ，　“Ａｂｂａｕｖｅ
ｒｈａｌｔｅｎ　ｄｅｇｒａｄｉｅｒｂａｒｅｒ　Ｍａｇｎｅｓｉｕｍｌｅｇｉｅｒｕｎ
ｇｅｎ　ｉｎ　ｋｏｒｐｅｒａｈｎｌｉｃｈｅｎ　Ｆｌｕｓｓｉｇｋｅｉｔｅｎ”，　Ｄ
ｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ，　Ｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅ　Ｆａｋｕｌｔａｔ　ｄｅｒ　Ｆ
ｒｉｅｄｒｉｃｈ－Ａｌｅｘａｎｄｅｒ－Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｔ　Ｅｒｌａｎｇｅｎ－
Ｎｕｒｎｂｅｒｇ　２０１１）。
【符号の説明】
【００５７】
１　固定釘
２　釘頭
３　釘ピン
４　釘ピンの銛形状先端
５　釘ピンの槍状先端
６　溝
７　フード付き釘頭
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月10日(2018.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆によって移植可能な組織、骨部分および骨置換物質を一時的に付着させ、または天
然および人工の骨置換部品を骨に付着させるための固定釘（１）であって、
　前記固定釘は、直径１．５～４．０ｍｍの丸い平らな釘頭（２）を有し、前記釘頭（２
）の厚さは０．４～１．０ｍｍであり、
　ここで前記固定釘（１）は、先端が鋭利に設計されている釘ピン（３）を有し、前記釘
ピンの長さは前記釘頭の直径の０．５倍～２倍であり、前記釘ピンのピン太さは前記釘頭
の直径の０．１５倍～０．５倍であり、前記固定釘（１）は、少なくとも９０重量％の金
属マグネシウム、ならびに、生理学的に望ましくない不純物としての０．１重量％未満の
アルミニウム、０．１重量％未満の銅、０．１重量％未満の鉄および０．１重量％未満の
ニッケルから構成される、生体適合性のある生物腐食性のマグネシウム合金からなること
を特徴とする、固定釘。
【請求項２】
　前記釘頭（２）の直径が２．５ｍｍであること、前記鋭利な釘ピン（３）の長さが２．
４ｍｍであること、前記釘頭（２）の厚さが０．６ｍｍであること、および、前記釘ピン
（３）の太さが最大０．８ｍｍであることを特徴とする、請求項１に記載の固定釘。
【請求項３】
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　前記釘ピン（３）は少なくとも１つの返しを有することを特徴とする、請求項１または
２に記載の固定釘。
【請求項４】
　前記釘ピン（３）は、前記ピンの長さの下側半分の領域内に１つまたは２つの返しを有
することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の固定釘。
【請求項５】
　前記固定釘は、少なくとも８０重量％の金属マグネシウム、０．１～３．０重量％の割
合の亜鉛、０．１～３．０重量％の割合のジルコニウム、合計０．１～１０．０重量％の
割合の希土類金属、ならびに、生理学的に望ましくない不純物としての０．１重量％未満
のアルミニウム、０．１重量％未満の銅、０．１重量％未満の鉄および０．１重量％未満
のニッケルと、残りは１００重量％のマグネシウムと、のみから構成される生物腐食性マ
グネシウム合金から作成されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の
固定釘（１）。
【請求項６】
　前記釘ピン（３）は、前記固定ピンの下側３分の１の領域内に少なくとも１つの、０．
１～０．３ｍｍの隆起部を有することを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載
の固定釘（１）。
【請求項７】
　前記釘ピン（３）は、少なくとも１つの、０．１～０．２ｍｍの溝状のくびれ部分また
は溝状の切削部分を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の固定
釘（１）。
【請求項８】
　前記釘頭（２）はフード付きであるように設計されていることを特徴とする、請求項１
～７のいずれか一項に記載の固定釘（１）。
【請求項９】
　前記釘ピン（３）の前記先端は銛形状（４）であるように設計されていることを特徴と
する、請求項１～８のいずれか一項に記載の固定釘（１）。
【請求項１０】
　前記釘ピン（３）の前記先端は槍状（５）であるように設計されていることを特徴とす
る、請求項１～９のいずれか一項に記載の固定釘（１）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　チタンまたはステンレス鋼から作成される同等の固定ピンまたは固定釘にまさる利点は
、本発明によるマグネシウム釘は、コラーゲン膜のような、通常同様に分解可能な被覆物
とともに、治癒の間に身体によって完全に吸収され、実際の歯科インプラントの位置決め
の前または間にさらなる外科的介入によって取り除かれる必要がないことである。マグネ
シウムには、骨形成促進効果もある（Ｓｗｉｔｚｅｒ，　Ｅ．Ｎ．，　Ｒｅｓｏｒｂｉｅ
ｒｂａｒｅｓ　ｍｅｔａｌｌｉｓｃｈｅｓ　Ｏｓｔｅｏｓｙｎｔｈｅｓｅｍａｔｅｒｉａ
ｌ．　Ｕｎｔｅｒｓｕｃｈｕｎｇｅｎ　ｚｕｍ　Ｒｅｓｏｒｐｔｉｏｎｓｖｅｒｈａｌｔ
ｅｎ　ｉｍ　Ｍｅｅｒｓｃｈｗｅｉｎｃｈｅｎ－Ｍｏｄｅｌｌ，　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉ
ｏｎ，　Ｔｉｅｒａｒｚｔｌｉｃｈｅ　Ｈｏｃｈｓｃｈｕｌｅ　Ｈａｎｎｏｖｅｒ，　２
００５）。吸収中に放出されるマグネシウム鉄が骨形成を刺激することも知られている（
国際公開第２０１５／１３３９６３号パンフレット）。ドイツ特許公報第１０ ２０１１ 
０８２ ２１０ Ａ１号広報は、適切なマグネシウム合金からなるねじ、釘、ピンの形態の
医療用インプラントが開示されている。しかし、押圧等による固定の際に、特に下顎や上
顎の補綴領域で問題が生じていた。このような理由から、釘等は一方で十分な強度を必要
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とし、他方でこれらが骨の組織に深く入れられすぎることを防ぐ必要があった。係る問題
は釘やねじが一方で十分に広い頭部を有するとともに、他方で長く厚いピンを有すること
で解決しうる。また、釘が返しを有すれば骨の組織への固定がより有効となる。
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